
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 給食費 

   小学校 １食当り  0 円（児童） 378 円（教職員） 

中学校 １食当り 300 円（生徒） 405 円（教職員） 

2 給食基準日数 

   年間 172 日 

3 納付方法 

   納付書納付または口座振替 

4 お願い事項 

   給食費は、食材の購入費のみに使われています。 

   給食費の未納があると食材購入に支障をきたしますので、適正納付のご協力

をお願いします。 

5 食物アレルギーをお持ちのお子様の保護者様へ 

   給食センターにおける食物アレルギー対応については、対象者が多く、また原

因食品が多種にわたり、給食センターの施設設備、人員等では対応が困難なため、

除去食、代替食は実施しておりません。 

   現在、医師の診断書をもとに保護者、学校、給食センターで協議し、次の３通

りの対応を行っております。  

① 弁当持参 

② 自分で除去※…（詳細献立表で確認） 

③ 一部代替………（飲用牛乳 ⇒ 麦茶または豆乳） 

※原因食品除去の場合は、家庭でその分の栄養素を補ってください。 

このほか、通常の献立表のほかに、使用原材料について細かく表記した 

『アレルギー用詳細献立表』（裏面参照）を作成しています。ご希望のご家庭は

各学校へお申込み願います。（久慈市ホームページでも掲載しています。） 

◎そば・ピーナッツ（落花生）は、重篤な症状になることから提供いたし 

ません。郷土料理「まめぶ」は、くるみなしでの提供予定です。 

 

 

野菜を中心にしたもの。

ビタミン、ミネラルが多

く、おもにからだの調子

をととのえます。 

 

 

ごはん、パン、めん類な

ど。炭水化物が多く、お

もにエネルギーのもとに

なります。 

 

 

魚、肉、卵、大豆製品

など。たんぱく質が多く、

おもにからだをつくるもと

になります。 

 

 

給食に毎食つきます。

成長期に必要とされる

カルシウムが豊富で

す。 

 学校給食は、栄養バランスのとれた食事を子ども

たちに提供することにより、子どもの健康の保持増

進、体位の向上を図っています。 
 また、栄養補給だけでなく「生きた教材」とし

て、給食時間はもとより、各教科や特別活動、総合

的な学習の時間等において活用され、食育を推進し

ていく上での中心的な役割を担っています。 

学校給食についてのお知らせ 
令和８年度 

久慈市学校給食センター 

電話 53-4394  FAX 53-5858 

学校給食 

について 

食器は、ご飯茶碗、汁椀、どんぶり、仕切り皿の 

４種類。献立によって使い分けています。 

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準（令和 3年 2 月 12 日改正） 


